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技術者（設計者、施工者） 様 

 

山口県土木建築部住宅課長 

 

木造住宅の耐震改修促進のための講演等「知って得する？！低コスト耐

震改修工法のススメ！」への参加者募集について 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第４条に基づく基本方針の一部が改正され、国は

令和 17 年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標とされていますが、

本県の住宅の耐震化率は、令和５年時で 86.1％と全国平均の 90％を下回る水準となってお

り、耐震化の促進を一層図る必要があります。 

このため、県では、住宅のうち耐震化が遅れている木造住宅を対象として、低コストな

耐震改修工法の普及のための事業に取り組んでいます。 

この事業を通じて、住宅所有者から「無料耐震診断時に提示された耐震改修工事費の概

算額が高額であるため諦めた。」等の声を聴き、改めて、高額な耐震改修費が耐震化の障壁

となっていることを認識しているところです。 

このことを踏まえ、県では市町と協力し、下記のとおり木造住宅の耐震改修促進のため

の講演等を開催し、木造住宅の低コストな耐震改修工法の普及啓発を行うこととしました。 

この講演等では、低コストな耐震改修工法による設計や施工の実例をもとに、コスト縮

減効果や耐震性確保の有効性等について、専門家の講演やパネルディスカッションを通し

てわかり易く知る（学ぶ）ことができますので、是非、御参加ください。 

 

記 

１ 木造住宅の耐震改修促進のための講演等 

「知って得する？！低コスト耐震改修工法のススメ！」 

開催日時：令和８年２月 28 日（土）１３：３０～１５：３０ 

開催場所：山口県健康づくりセンター（山口市吉敷下東三丁目１番１号） 

内  容：別添チラシ参照 

２ 参加申込方法 

別添チラシを御確認の上、専用フォームからお申込みください。 

３ 問い合わせ先 

山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班 担当 前田 

TEL：083-933-3883 E-mail：a18900@pref.yamaguchi.lg.jp 




